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人口の増加・定住の促進を図るためには、町内の各地域（小山・足柄・北郷・須走）

において「魅力の創出」を図る必要があります。また、就業場所の創出が必要です。 

町内の各地域における「魅力の創出」と「就業場所」は、既成市街地（市街化区域等）

と各地域隣接市街化調整区域内開発区域において、以下の様に想定します。 

 

地域区分 
既成市街地（市街化区域等） 

＜魅力づくり＞ 

 

小山地域 

・成美地区 

・ＪＲ駿河小山駅前の工場地を再開発事業により整備し、中心

市街地の再生を図ります。 

・駅前広場の整備、駅周辺市街地の整備（映画をテーマとした

公園、町民管理による花壇やハーブ園、魅力的な商業施設、

集合住宅など）を推進します。 

・空き家などの再整備により、魅力的な住宅・宅地を供給しま

す。 

 

小山地域 

・明倫地区 

・県道沼津小山線沿道に、商業施設を誘導していきます。 

・未利用地の宅地化（幹線道路や主要区画道路の整備、公園整

備）により、魅力的な住宅地としていきます。 

・水路や斜面緑地を保全・整備し、緑豊かな環境を創出します。

 

足柄地域 ・ＪＲ足柄駅前広場は、周辺に商業施設などを誘導し、地域の

拠点としての魅力を高めていきます。 

・未利用地の宅地化（主要区画道路の整備・防災対策、富士山

眺望公園の整備）により、魅力的な住宅地としていきます。

 

北郷地域 ・土地区画整理事業により未利用地の宅地化（幹線道路や主要

区画道路の整備、公園整備）を図り、魅力的な住宅地として

いきます。 

・総合文化会館周辺に、多くの人が集える魅力的な空間を整備

します。 

・開発済区域において、魅力的な住宅地を供給していきます。

 

須走地域 ・冨士浅間神社前の本通りを門前町として再整備し、誘客を図

ります。 

・空き家などの再整備により、魅力的な住宅・宅地を供給しま

す。 
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 市街化調整区域における開発計画の概要 

＜就業場所の確保＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新東名高速道路小山ＰＡ（ＳＩＣ）周辺地区

：モータースポーツ関連産業の誘致など 

新東名高速道路小山ＰＡ（ＳＩＣ）周辺地区 

（わさび平）：戸建て住宅の誘致など 

湯船原地区 

：工業団地の造成・企業

誘致など 

須走地区 

：景観形成による活性化など 

足柄ＳＡ（ＳＩＣ）周辺地区 

：サイクリングやハイキング等のスポーツツーリズム

の起点としての地区施設の整備など 



 
 
 

                                                           全体構想 

【土地利用基本計画図】 
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（３）北郷地域 

『人と自然との共生、活力あふれる郷、北郷』 

① 地域づくりの方向性 

新東名高速道路の開通にあわせ、（仮称）小山パーキングエリアとスマートインター

チェンジが設置され、広域交流の拠点となる地域です。 

国道２４６号沿いの市街化区域のほか、広い地域内には在来集落が多くあり、地域の

中心が分かりにくくなっています。 

総合文化会館周辺に、多くの人が集える魅力的な空間を整備し、地域の拠点を形成し

ていきます。 

 

② 市街地整備の方針 

市街化区域：現在の区域で、都市整備を集中的に実施し、住環境を向上していきます。 

住宅系土地利用：国道２４６号沿いの市街化区域内の農地は、土地区画整理事業などに

より幹線道路、区画道路、公園を整備し、宅地化を図ります。ゆとりがあり、富士

山への眺望を活かした魅力的な住宅地を誘導します。 

商業系土地利用：国道２４６号沿道には、商業施設を誘導していきます。 

工業系土地利用：既存事業所は、住環境に配慮して、緑化等を推進します。 

開発計画区域（湯船原地区）：地域の就業場所となるように、事業所を誘致します。 

開発計画区域（小山ＰＡＳＩＣ周辺）：地域の就業場所となるように、事業所を誘致し

ます。富士スピードウェイ周辺の沿道に、モータースポーツ関連産業を誘致し、地

域の魅力を向上します。 

公園：土地区画整理事業などにより魅力的な公園（仮称：北郷中央公園：富士山への眺

望を活かしたテラス、住民が利用するジョギングコースなど）を整備します。 

総合文化会館周辺に、多くの人が集える魅力的な空間を整備し、地域の拠点（点

在する集落の人々が集うコミュニティの拠点）としていきます。 
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（２）土地利用構想 

１）土地利用の基本方針 

基本目標に基づき、土地利用の基本方針を以下のように位置づけます。 

○新東名高速道路などの新たな交通・交流機能を活用し、地域の活性化につながる新たな都市

機能を配置します。 

○町内４地区の市街地内未利用地の有効利用を進めることにより、定住人口の受け皿を確保し

ます。 

○自然的土地利用は保全を基本とし、活用を図る場合には、周辺環境との調和に充分配慮して

進めるものとします。 

２）分野別方針 

① 土地利用ゾーン  

町の将来像を実現していくため、土地利用について以下のゾーンを位置づけます。 

ア 自然環境保全ゾーン  

斜面緑地及び森林地域は、豊かな環境を次世代に継承していくとともに、森林が持つ機能を

資源として活かします。 

イ 農業緑地形成ゾーン  

農業生産の場としての機能を維持しながら、郷土のもつ歴史や自然を含めた景観の広がり、

町民や来訪者との交流の場などとして活かします。 

ウ 生活環境向上ゾーン  

生活者の視点に立った環境整備を図るほか、防災性の向上、美しい街並みの創出などにより

生活の質を向上します。 

エ 産業集積ゾーン  

既存の企業立地環境を維持改善するほか、新東名高速道路及び足柄 SA のスマートＩＣ機能

を活用し、ファルマバレープロジェクトや自動車関連産業など地域特性を活かした産業機能の

立地を促進します。  

オ 観光交流ゾーン  

町の自然環境を活かして立地している観光交流施設は、既存環境との調和に配慮しながら、

幅広い交流機能として活用します。  

 

② 交流拠点  

本町の将来像を実現するに際して、地域内外の交流が重要となっています。このため、“交

流”をキーワードとして以下の拠点を位置づけます。 

ア 広域都市交流拠点（新東名ＰＡ・スマートＩＣ、足柄ＳＡ・スマートＩＣ） 

施設内に施設利用者と町民との交流機能や農産物販売機能を配置します。また、スマートＩ

Ｃの開設効果を湯船原地区の企業立地や桑木地区の新たな機能集積に結び付けます。 

イ 観光文化交流拠点（足柄峠、道の駅「ふじおやま」、道の駅「すばしり」及び周辺）  
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観光資源として恵まれた環境を保全するほか、周辺を含めた環境整備を進めます。道の駅「す

ばしり」については、歴史的資源や地域資源などを活用した滞在型の観光拠点機能の整備を図

ります。  

ウ コミュニティ交流拠点（小山地区、足柄地区、北郷地区、須走地区） 

これまでの風土を継承しながら、生活、文化、交流などの機能についてそれぞれが持つ特徴

を活かした拠点性のあるまちづくりを進めます。 

エ 広域交通拠点（ＪＲ駿河小山駅・足柄駅、東名高速道路小山バス停・足柄バス停） 

広域交流や日常の公共交通の拠点として施設の維持・改善や周辺環境の整備を図ります。 

 

③ 交通交流軸 

土地利用ゾーン、交流拠点を支える交通機能として以下の交通交流軸を位置づけます。 

ア 広域交通軸 

東名高速道路、新東名高速道路は、県内外の広域圏と本町を結ぶ重要な軸として、スマート

IC の整備を進めます。また、国道２４６号、１３８号は近隣市町及び県内外とのアクセス道路

として、整備と適切な維持管理を進めます。 

イ 地域内交通軸 

小山、足柄、北郷、須走の各地域及び町内の拠点を結ぶ道路は、安心・安全な道路を目指し

た整備と適切な維持管理を進めます。 

ウ 富士箱根トレイル 

静岡県と山梨県、神奈川県の県境に位置し、富士山須走口五合目から湯船山、不老山を経て

金時山までつながる稜線は、富士箱根トレイルとして本町の新たな魅力となりつつあります。

今後は、自然環境や地域の歴史文化資源との調和に配慮しながら、適切な整備と維持管理を進

めます。 

 

土地利用構想図 
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第２部 基本構想 

 
 

２ 土地利用構想 

（１）土地利用の基本方針 

○東名高速道路や新東名高速道路などの新たな交通・交流機能を活用し、地域の活性化に

つながる新たな都市機能を配置します。 

○町内４地区の市街地内未利用地の有効利用を進めることにより、定住・移住人口の受け

皿を確保します。 

○自然的土地利用は保全を基本とし、活用を図る場合には、周辺環境との調和に十分配慮

して進めるものとします。 

 

（２）分野別方針 

① 土地利用ゾーン 

町の将来像を実現していくため、土地利用について以下のゾーンを位置づけます。 

 

ア 自然環境保全ゾーン 

・本町は、西部の富士山を頂点とした富士外輪状の三国山系と北東部の丹沢山系、その南

東部の箱根外輪山、足柄山系に囲まれ、豊かな森林に囲まれた高原都市であり、本町の

持つイメージを継承していくためにも、小山町森林整備計画等に基づき積極的に森林を

整備、保全します。 

・また、森林の持つ木材等生産機能、公益的機能を損なわないよう留意しつつ、緑と触れ

合える憩いの場や学習の場、交流の場の創出を図ります。 

・特に、富士山及び富士外輪状の三国山系、箱根外輪山は、自然公園、自然環境保全地域

に指定されており、自然環境を保全することが特に必要とされていることから、今後も

継続的な保全を基本とします。なお、自然環境保全の確保を前提に、三国山稜をはじめ

とする優れた自然環境に親しむことのできるハイキングコースの活用など、保健、休養

及び教化に資する利用を図ります。 

 

イ 農業緑地形成ゾーン 

・小山地域から北郷地域にかけての平坦地に拡がる農用地は、農業基盤整備や農地の集団

化等による農産物の生産環境を整備、保全します。また農用地は、農産物の生産の場で

ある以外にも、国土の保全、水源のかん養、良好な景観の形成などの多面的機能を有し

ており、これらの機能を十分に活用します。 

・都市との交流の促進に向けて、町民や来訪者が農作業を通じて地域と交流できる場所の

確保を図ります。 

・このゾーンが形成している農村風景、集落環境は、後世にわたって継承していくべきも

のであり、無秩序な開発を抑制し、計画的な国土利用を図ります。 

 

ウ 生活環境向上ゾーン 

・市街地が形成されている各地域の市街化区域は、道路、公園、下水道等の生活環境基盤

776
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の整備や修景、ユニバーサルデザインの活用等を進めることにより、生活利便性、安全

性に優れたまちづくりを図ります。 

・また、商業地の活性化や医療、福祉、教育、文化等のサービスの向上を図り、総合的な

生活環境の整備、拡充に努めます。 

・地域の文化、歴史資源や既存緑地等を活かし、商業、工業施設が計画的に配置された良

好で個性ある居住環境の形成を図ります。 

・中心市街地では、居住機能を強化するための宅地利用を進めます。 

・市街化区域及び市街化調整区域の良好な住環境の形成が望まれる地区において、地区計

画制度等を活用し、良好な住環境の形成を進めます。 

 

エ 産業集積ゾーン 

・湯船原地区に新設される小山湯船原工業団地や、現行の工業系用途地域及び同規模の工

場集積がみられるハイテクパーク富士小山工業団地等は、緑地の設置など周辺に与える

環境上の影響に十分に配意した施策を進めます。 

・東富士リサーチパークなど研究・研修施設が集積している地区は、近年の産業構造の転

換に対応した新産業関連施設の誘致を図るとともに、道路等の産業基盤施設の整備、改善

を図ります。 

・市街地ゾーンに立地する中小工場の集積化や新規工場の進出等を促すため、新規の工業

用地の確保を図ります。 

 

オ 観光レクリエーションゾーン 

・本町の森林地区を中心に、多くのゴルフ場や富士スピードウェイなどの観光レクリエー

ション施設が立地しており、本町の首都圏に近いという立地条件や新東名高速道路の開

通、自由時間の増大等により、入込み観光客数の増大が見込めることから、自然環境の

保全に配意しつつ観光レクリエーション機能の整備、拡充を進めます。 

・富士山をはじめ、冨士浅間神社や温泉などの観光資源を活かし、自然環境や景観の保全

に配慮しつつ宿泊機能や観光レクリエーション機能の拡充を進めます。 

 

② 交流拠点 

地域内外の交流を推進するため、以下の交流拠点を位置づけます。 

 

ア 防災・地域活性化拠点 

・官民が連携して防災・減災と地域成長の両立を目指す内陸のフロンティアを拓く取組を

活用した土地利用を図るため、将来土地利用構想「三来拠点」に位置づける３地区、

（仮称）小山パーキングエリア周辺地区、湯船原地区、足柄サービスエリア周辺地区の

整備を進めます。 

・道の駅「ふじおやま」と道の駅「すばしり」は、休憩施設としての機能の他に地域活性

化拠点としての機能を充実させ、活用します。また、災害時の防災拠点としても充実・

強化を図ります。 

 

イ 観光文化交流拠点 

・須走地域内の回遊性の創出や、冨士浅間神社の門前町である須走本通り（県道150号）

LGWAN
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第２部 基本構想 

沿道の修景に努め、観光文化交流の振興を図ります。 

・富士山須走口五合目、足柄城跡は、文化財としての価値を損なわないよう十分留意し、

周辺の良好な自然環境にも配慮しながら、観光交流機能を有し、環境と共生した施設等

の整備を検討した上で進めます。 

 

ウ コミュニティ交流拠点 

・JR駿河小山駅、JR足柄駅周辺は、本町の玄関口であり、都市基盤の整備と併せて、未利

用地の有効利用など計画的な国土利用を図り、賑わいの場の形成を図ります。 

・道の駅や温泉施設等、地域の顔となる施設を維持、活用していくほか、これらの施設を

中心とした周辺一体の環境整備に努めます。 

 

③ 交通交流軸 

土地利用ゾーン、交流拠点を支える交通機能として以下の交通交流軸を位置づけます。 

 

ア 広域交通軸 

東名高速道路、新東名高速道路は、県内外の広域圏と本町を結ぶ重要な軸として、スマ

ートＩＣの整備を進めます。また、国道２４６号、１３８号は近隣市町及び県内外とのア

クセス道路として、整備と適切な維持管理を進めます。 

イ 地域内交通軸 

小山、足柄、北郷、須走の各地域及び町内の拠点を結ぶ道路は、安心・安全な道路を目

指した整備と適切な維持管理を進めます。 

ウ 富士箱根トレイル 

静岡県と山梨県、神奈川県の県境に位置し、富士山須走口五合目から三国山、不老山を

経て金時山までつながる稜線は、富士箱根トレイルとして本町の新たな魅力となりつつあ

ります。今後は、自然環境や地域の歴史文化資源との調和に配慮しながら、適切な整備と

維持管理を進めます。 
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第２部 基本構想 

（６）誰もが活躍できる男女共同参画の推進≪男女共同参画≫ 

あらゆる分野で女性と男性が平等に活躍できる社会を実現するため、講座や講演会、広報

誌の発行等を通じ、男女共同参画への意識の高揚と啓発に努めるほか、様々な地域活動に男

女問わず積極的に参加できる場の創出、男女の人権の尊重、男女がともに参画しやすい環境

の整備などを推進します。 

 

（７）三来
み ら い

拠点事業の推進≪雇用創出・賑わい≫ 

静岡県が進める「内陸のフロンティア」を拓く取組に位置付けられた「三来
み ら い

拠点事業※」

を推進し、産業の集積や優良な居住環境の確保を図り、雇用の場の創出や賑わいづくりを進

めるとともに、定住・移住の促進を目指します。また、優良企業の誘致やファルマバレープ

ロジェクトの推進により、地元中小企業の活性化を図ります。 

※三来
み ら い

拠点事業：小山ＰＡ周辺、湯船原、足柄ＳＡ周辺、富士小山わさび平、南藤曲、駿河小山駅周辺地区にお

いて、産業拠点の集積や優良な住宅・団地等を整備する事業。 

 

（８）活気ある農業の振興≪農業≫ 

農業経営の安定化を図るため、農業生産基盤の整備を進めるとともに、担い手への農地の

集約や食育活動を通じた地産地消の推進、農産物の６次産業化等を図り、効率的で安定的な

農業経営を推進します。また、鳥獣による農産物の被害を防除するため、地域ぐるみで広域

的な鳥獣被害対策を推進します。 

 

（９）適切な森林整備を通じた林業の活性化≪林業≫ 

持続可能な森林の管理・経営の推進を通じて、水源の涵養
かんよう

や地球温暖化防止などの森林の

もつ多面的機能を十分に発揮させるため、間伐等の森林整備を推進するとともに、森林施業

の効率化や「富士山－金時材」の流通促進、さらには森林整備の基盤となる路網整備の推進

などにより、林業の成長産業化を目指します。 

 

（10）人が訪れ、消費が拡大する観光交流の振興≪観光交流≫ 

観光交流の拡大と消費の拡大を図るため、サイクルステーションや誓いの丘等、観光拠点

の整備を進めるほか、富士山、富士箱根トレイル、道の駅、金太郎等の地域資源を活用した

魅力の創出を図ります。さらに、周辺自治体との広域連携や、多言語表示板の整備や外国人

観光客の受け入れ態勢の整備、フィルムコミッション事業の推進等により、観光交流人口の

拡大を図ります。 

 

（11）賑わいと活気があふれる商工業の振興≪商工業≫ 

魅力ある買い物環境づくりや商店の経営力の強化、観光拠点施設の誘致などにより、商店

街の賑わいを創出するとともに、道の駅での特産品販売やふるさと納税での返礼品を通じ、

本町の特産品のＰＲと消費拡大を図ります。また、企業交流会の開催や、技術者の養成、利

子補給金の交付を通じ、中小企業の経営基盤の強化を図ります。 

LGWAN
ハイライト表示
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３－７ 三来
み ら い

拠点事業の推進 《雇用創出・賑わい》 

１ 目的 

静岡県が進める「内陸のフロンティア」を拓く取組※１へ参画し、町の将来土地利用構想で

ある三来
み ら い

拠点事業を推進することにより企業の誘致を行い、雇用の場を創出することで、定住

人口、交流人口の増加につなげ、まちの活性化を図ることを目的とします。 

２ 現況・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 目標（指標） 

指標名 現状値

(H27) 

目標値

(H31) 
指標の説明 

「企業誘致を活発に進めてい

る」と回答する町民の割合 
30％ 50％ 町民アンケート 

新規企業の立地件数 0件 10件 

施策の影響により町内進出が決まった

（進出が前向きに検討されている）企業

の数 

雇用創出数 0人 500人 

施策の影響により町内進出が決まった

（進出が前向きに検討されている）企業

の数からの雇用想定数 

◯東日本大震災の津波災害の教訓により、内陸・高台部における事前復興の受入先の整備と、

東名高速道路、新東名高速道路の併用によるリスク分散として、相互に連絡するインフラ整

備が求められています。 

◯平成３２年度に予定されている御殿場ジャンクションと神奈川県海老名南ジャンクション間

の新東名高速道路の開通に合わせ、町内の大御神地先に（仮称）小山ＰＡが設置され、スマ

ートＩＣが併設される予定です。これにより首都圏へのアクセスの時間短縮が図られること

から、交通アクセスの優位性を活かしたまちづくりが期待されています。 

◯首都圏から東名高速道路を利用して、多くの観光客が富士山・箱根・伊豆方面へ訪れていま

すが、小山町へ滞在する観光客は少ないことから、平成３０年度に予定されている足柄ＳＡ

スマートＩＣの設置に合わせて足柄ＳＡ周辺地区に滞在観光型の施設を誘致し、観光、交流

人口の増加を図ることとしています。 

◯今後整備される予定の工業団地等へ多くの企業が進出することにより、若年層や女性を中心

に就労機会が増大し、町外からの従事者も多く見込まれることから、職住近接型のまちづく

りが求められています。 

◯すでに整備されている東富士リサーチパークや、既存の工業団地などの維持・充実を推進す

ることが必要です。 

◯ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）により農産物の一部に関税撤廃の流れがある中で、

食の安全性、付加価値化、安定供給等の取組と、６次産業化の推進が求められています。 

○前期基本計画では、静岡県の「内陸のフロンティア」を拓く取組の推進区域の指定などに取

り組んできた結果、「企業誘致を活発に進めている」と回答する町民の割合は 12％増加し 30％

となりましたが、目標とした 40％には届きませんでした。今後も三来
み ら い

拠点事業を柱に、積極

的な企業誘致に取り組んでいく必要があります。 
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４ 施策の方向 

(1) 三来
み ら い

拠点事業の推進 

①小山ＰＡ周辺地区での土地利用構想事業（新東名高速道路小山パーキングエリア・スマートイ

ンターチェンジを活用した地域産業集積事業）を推進します。

②湯船原地区での土地利用構想事業（再生可能エネルギーを活用した産業拠点整備事業）を推進

します。

③足柄ＳＡ周辺地区での土地利用構想事業（東名高速道路足柄サービスエリア周辺を広域都市交

流拠点とした土地利用事業）を推進します。

④自然と調和した職住近接型の住宅用地を供給する定住促進事業を推進します。

⑤賑わいの創出を図る事業を推進します。

⑥工業団地等の企業誘致により、雇用の場を創出し、定住人口の増加を図ります。

⑦進出する企業と災害時の支援協定を結び、有事の際の防災機能の充実を図ります。

(2)企業誘致の推進 

①新規進出企業に対する補助制度の活用により、優良企業の誘致を促進します。

②ファルマバレープロジェクト※２を推進し、地元中小企業の活性化を図ります。

５ 主要事業 

事業名称 概要 

企業立地振興事業 ・三来
み ら い

拠点事業 

①小山ＰＡ周辺地区

土地区画整理事業の手法によりモータースポーツ関連産業の集積

や、周辺町道整備事業等を行うことで、新しい町の玄関口にふさわし

い整備を実施する。 

②湯船原地区

新東名高速道路（仮称）小山ＰＡスマートＩＣから約３km 圏内の

アクセスを活かし、小山湯船原工業団地の造成による食品加工生産施

設の誘致や太陽光発電事業、木質バイオマス発電事業による再生可能

エネルギー事業の推進、国道２４６号からのアクセスによるロジステ

ィックターミナルエリア事業、農産物生産等を集積するアグリインダ

ストリーエリア事業等の整備事業を実施する。 

③足柄ＳＡ周辺地区

東名高速道路足柄ＳＡにスマートＩＣの設置と足柄ＳＡ周辺地区

の土地利用を図るため、地元の特産物を活用した観光施設の整備を行

う。 

・小山町地域産業立地支援事業 

企業立地の際、初期投資を抑え企業立地を行いやすくするために、用

地取得に要した経費の一部を補助する。 

・富士山ビジネスマッチング促進事業 

町内企業への情報提供、マッチングコーディネイトを促進することを

目的として、静岡県富士山麓健康産業集積構想の一環で実施している富

士山麓ビジネスマッチング促進事業を推進する。 

新産業集積エリア 

造成事業 

・三来
み ら い

拠点事業における湯船原地区のうち、新産業集積エリアにおいて町

の工業団地造成事業を実施する。 

LGWAN
ハイライト表示

LGWAN
ハイライト表示
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